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令和元年12月12日に、令和2年度与党税制改正大綱が公表されました。以下、大
綱で明らかにされた主要な改正・見直し項目の概要を説明します。なお、今後の国
会における改正法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行わ
れる可能性があることにご留意下さい。

法人課税

1）連結納税制度の見直し（グループ通算制度への移行）
企業グループ全体を一つの納税単位とする現行の連結納税制度に代えて、企業
グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および
申告を行いつつ損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」が導入されます。
現行連結納税制度における損益通算等の基本的な枠組みが維持されるととも
に、企業の事務負担の軽減に配慮した制度となっています。

開始・加入時の時価評価課税・欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性
がとれた制度にすることで、時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象が縮小さ
れます。また、研究開発税制、外国税額控除制度については、現行制度と同様、グ
ループ全体で税額控除額が計算されます。

グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用が開始
されます。現行の連結納税制度からの移行に関する経過措置も講じられます。

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
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2）オープンイノベーション促進税制の創設
事業会社等が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの
間に、一定の要件を満たすベンチャー企業の株式を出資の払
込みにより取得した場合、その取得価額の25%以下の金額を
特別勘定として経理したときは当該金額の損金算入が認めら
れます。払込金額は1億円以上（外国法人への払込みは5億円
以上）であることが求められます（対象となる払込みに上限が
設けられます）。この制度の適用を受けた事業会社等が当該
株式を譲渡したような場合、その他一定の事由（配当を受けた
場合等）に該当したような場合は、その事由に応じた金額を取
り崩して益金算入しなければなりません。ただし、5年間保有
した株式については、この限りではありません。

3）5G（第5世代移動通信システム）導入促進税制
の創設

新たに制定される特定高度情報通信等システム普及促進法 
（仮称）に基づく認定導入計画（仮称）に従って５Gシステム等
の導入を行う一定の事業者に該当するものが、同法の施行の
日から令和4年3月31日までの間に、認定設備の取得等をし
て国内にある事業の用に供した場合等には、その取得価額に
つき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができ
ることとされます。ただし、税額控除上限額は、当期の法人税
額の20%です。

4）租税特別措置（研究開発税制等）の適用要件の
見直し

大企業につき、研究開発税制その他生産性の向上に関連する
一定の税額控除（特定税額控除）の規定を適用できないこと
とする措置について、「要件」の見直しがなされます。

「その大企業の国内設備投資額が当期償却費総額の10%を
超えること」の要件について「30%を超えること」に見直され
ます。

5）その他
• 交際費の損金不算入制度について、その適用期限が2年
間延長されます。接待飲食費にかかる損金算入の特例の
対象法人から「資本金の額等が100億円を超える法人」が
除外されます。

• 地方拠点強化税制に関して、見直しがなされた上で、適用
期限が2年延長されます。

• 企業版ふるさと納税に関して、見直しがなされた上で、適
用期限が5年延長されます。

• 特定資産の買換え特例について、見直しを行った上、適用
期限が3年延長されます。

国際課税

1）子会社配当と子会社株式譲渡を組み合わせた 
スキームへの対応

子会社株式の譲渡等により譲渡損失を創出させるスキームに
対処するための制度見直しが行われます。

一定の支配関係にある子会社から一定の配当金を受け取っ
た場合に、その配当額が当該子会社株式の帳簿価額の10%
相当額を超える場合には、その対象配当額のうち益金不算入
相当額を、子会社株式の帳簿価額から引き下げることとされ
ます。帳簿価額が引き下げられることにより、子会社株式譲渡
時に発生する譲渡損が簿価引下げ分だけ減少することになり
ます。一定の支配関係とは、法人が株式の50%超を直接・間接
に保有している関係です。

ただし、子会社が内国法人であり、かつ設立から支配関係発生
までの間において株式の総数の90%以上を内国法人等が有
する場合は、本措置の対象外となります。また、配当の合計額
が支配関係発生後の子会社の利益剰余金の純増額に満たな
い場合の配当額や、支配関係発生日から10年経過後に受け
る配当額は、本措置の対象外となります。2,000万円を超え
ない配当額も、対象外となります。

2）その他
• 外国子会社合算税制において、部分合算課税制度の対象
となる受取利子等の範囲から、ユーザンス金利が除外され
ます。

• 外国税額控除制度における控除対象外国税額の範囲の見
直しが行われます。

• 過大支払利子税制における対象外支払利子等の額の範囲
の見直しが行われます。

個人所得課税・納税環境整備・その他

1）個人所得課税
未婚のひとり親に「寡婦（夫）控除」が適用されるようになり
ます。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とされ 
ます。

一般NISAについて、投資期限を５年間延長した上で、新たな 
2階建ての制度に見直されます。つみたてNISAについては、
口座設定期間が5年間延長されます。
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していま
せん。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有
する権利については、ey.com/privacy をご確認ください。EYについて詳しくは、ey.com をご覧くだ 
さい。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。

@EY_TaxJapan
最新の税務情報を配信しています。

2）電子帳簿保存法の見直し
電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要
件に、①発行者側がデータにタイムスタンプを付している場
合、②ユーザー（受領者）が自由にデータを改変できないシス
テム（サービス）を利用している場合、が加わります。

3）消費税の申告期限の延長
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受け
る法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届
出書を提出した場合には、当該提出をした日の属する事業年
度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税
の確定申告書の提出期限が1月延長されます。

この改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末
日の属する課税期間から適用されます。

4）国外の取引等にかかる適正な課税を確保する 
ための方策

国外財産調書制度において、納税者が指定された期限までに
必要な資料を提示・提出しない場合には、申告漏れに対する加
算税が加重されます。

国税庁等の職員が納税者に国外取引又は国外財産に関する
書類の提示又は提出を求めた際に、指定された期限までに提
示・提出がなされず、外国税務当局に対して情報交換の要請
が行われた場合には、現行の期間制限にかかわらず、要請から 
3年間は更正・決定が可能となります。

5）その他
• 国外中古不動産にかかる不動産所得の課税の適正化が図
られます（簡便法により算定された短い耐用年数を使用す
ることにより、賃貸料収入を上回る減価償却費を計上して
損益通算を行う事例の防止）。

• 居住用賃貸建物の取得にかかる仕入税額控除制度の適正
化が図られます（作為的な金売買を継続して行うことによ
り、課税売上割合をかさ上げする事例の防止）。

• 固定資産の所有者が明らかとならない場合には、使用者を
所有者とみなして固定資産税を課すことができることにな
ります。

• 市中金利の実勢を踏まえ、利子税及び還付加算金の割合
について引下げが行われます（1.6%⇒1.1%）。


